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 本論文は、現代社会を創造するための基本原理の一つである「人権」をめぐる実践につ

いての人類学的研究である。 
 本論文では、女性の人権侵害として国際的に注目されているドメスティック・バイオレン
スをテーマに、女性の人権というグローバルな概念が日本固有の文脈において理解、解釈

されていったプロセスを、DV 被害者支援政策の実施現場に焦点を当てて記述分析する。
その上で、本論の主張は以下の３点にまとめられる。ドメスティック・バイオレンスの問

題において、（１）人権概念は実践的に検討されなければならない、（２）人権概念は動態

的に把握されなければならない、そして（３）今日における人権概念の刷新の可能性は市

民団体の実践において見出される、という点である。 
 従来、多くの社会で容認されてきた妻や恋人への暴力が犯罪として再定義された背景に

は、女性の人権の進展を目指す国際的潮流があった。遡れば、国際連合の設立直後から国

連婦人の地位委員会を中心に、公私の両領域における女性の人権問題への取り組みが始ま

った。1979年に女性差別撤廃条約が採択され、1990年代には女性の人権に関する国際条
約や宣言が次々と制定された。国連の会議では、女性に対する暴力の防止と撤廃に関する

意識向上や法律、政策、プログラムの整備に向けた各国政府でのさらなる取り組みが要請

された。女性の人権についての概念はトランスナショナルに流通し、NGO 活動家や政府
代表、弁護士を媒介に、各ローカル社会の文脈へと適用されている。 
日本では、1990年代後半に「ドメスティック・バイオレンス（DV）」という言葉が広ま
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り、2001年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（通称、DV防
止法）」が制定された。同法は、被害者の支援と暴力の防止を謳い、警察や裁判所、地方公

共団体、民間団体などが多角的に被害者の支援に関わることを規定している。都道府県は、

婦人相談所などにおいて、配偶者暴力相談支援センター機能を果たし、相談、情報提供、

一時保護といった一連の被害者支援を行うことが義務づけられた。暴力から逃れたい、あ

るいは逃げてきた被害者が自立へ向かう支援が制度化されたのである。 
 第 1章で論じたように、人権の概念に対し、従来の人権研究は法解釈や制度分析を中心
にしてきた。その傾向は DVに関する政策研究でも同様にみられ、被害者の人権を守る法
制度の構築という目的－手段の枠組みの中で論じられてきた。一方、人類学は文化相対主

義を標榜する立場から、人権を人権普遍主義と文化相対主義の対立構図において論じてき

た。 
 だが、人権に関する議論を進展させるためには、人権に対する制度論的および二元論的

なアプローチを超える必要がある。その一つとして、人権を、現場の実践から捉え直し、

かつグローバルからローカルへと流通するプロセスにおいて捉えることを試みる。 
 このような問題関心の下、本論文では、人類学者 S.E.メリー（Sally Engle Merry）が
「翻訳」と呼ぶ分析枠組みに依拠しながら、グローバルからナショナルへ、さらにナショ

ナルからローカルへという、女性の人権問題として定義づけられた DVについての概念の
流入と国内の制度的文脈におけるその展開を記述分析する。 
 第 2章では、国連を中心とした国際社会において形成されたグローバルな女性の人権の
概念が日本のナショナルな制度的文脈へと翻訳されたプロセスについて記述する。日本の

政策レベルでは、(1)加害者よりも被害者救済へ焦点化したこと、(2)被害者が一時避難する
シェルター・プログラムは婦人保護の構造へと調整されたこと、(3)政策上、その対象は女
性から配偶者へと限定化したこと、しかし実際の対象は(4)福祉的救済の必要な女性へと定
位されたこと、が挙げられる。 
 第 3章では、女性の人権というグローバルな概念が、日本の DV被害者支援をめぐる行
政的展開において社会福祉を中心とした住民生活再建へと翻訳されていったプロセスを論

じる。政策研究が前提とする個人の秩序化や社会の組織化という単線的な展開に回収しき

れない、政策が内包する矛盾や葛藤を実施現場の職員の語りや行為の分離・亀裂において

捉え、記述する。その上で、行政体はグローバルな女性の人権概念を国内法の枠内で自治

体業務へと翻訳し直していることを論じる。 
 第 4章は、従来の DV観とは異なる視点から囲い込む力の作用としての DVの構造を論
じる。DV においては、被害者が逃げられないようにする囲い込みと、暴力を隠蔽してい
る囲い込みという二つの囲い込みの機制が働いている。被害者の支援においては、被害者

が暴力を振るわれる環境から脱出することを困難にする幾層もの壁による囲い込みがある

ことを理解しなければならない。複数側面的な囲い込む力の作用という DVの構造を提示
することは、実際の被害者支援がこのような複数の囲い込む力のそれぞれに対応を迫られ
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ながら形成されてきたことを理解する上で重要な作業と位置付ける。 
 第 5 章は、日本で 1980 年代終わりから始まった市民団体による一時保護施設の開設の
背景について述べる。さらに、被害女性に対する一時保護現場での支援実践を基に、市民

団体における人権を守る支援実践とグローバルな人権概念との関係について論じる。 
第 6章は、女性の人権概念の重要な構成要素である自己決定について市民団体の例を基
に論じる。一時保護施設では、従来の女性運動が志向してきたような主体的な自己決定を

理念として据えながら、実際には自己責任とすり替えるような自己決定でも、パターナリ

スティックな介入でもない、時間的幅のある緩やかな自己決定が支援者と女性との相互プ

ロセスにおいて生成している。 
 第 7章では、人権の実践を翻訳という分析枠組みで論じる中から浮き彫りになったこと
を総括し、今後の人権の人類学の可能性について述べる。 
 本論文では、グローバルな人権概念を国内法制度において一義化する中で支援業務に携

わってきた行政体と、グローバルな人権概念と共鳴しつつもそこへと帰結しない柔軟な実

践を展開している市民団体の実践が浮き彫りとなった。それを基に、プロセスとしての人

権のあり方を捉えることが重要であること、そして、人権を守る市民団体のより柔軟な実

践がグローバルな人権の概念を豊かにする可能性を持つことを指摘する。人権概念のロー

カル的文脈における翻訳をグローバルな場へとフィードバックするだけでなく、翻訳にお

いていかなる新しい人権概念が生まれているかを捉える視点がこれからの人類学に求めら

れる。 
 本論文は、日本固有の文脈での翻訳プロセスを記述分析する中から、人権概念の翻訳に

おいて新たに見えてくることを抽出し、それをグローバルな人権概念と関係づけることで

女性の人権についての理解の深化と実現への寄与を目指すものである。 


